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参考 動物虐待に対する獣医学的評価 

 

動物虐待とは、動物に不必要な苦痛を与えることであり、その時間的長さに関わらず、不作

為及び積極的な行為を含む。動物に対しての苦痛には身体的苦痛及び精神的苦痛があるが、い

ずれもが動物の身体に影響を及ぼし、身体所見や行動学的所見として現れる。 

 動物虐待に対する獣医学的評価とは、動物の状態を的確に評価し、獣医学的に検証した上で、

動物に対して「虐待」の可能性の有無を検知することである。 

 動物の状態が望まれるものとして適切であるか、不適切であるか、また、その程度について

の評価では、客観的な根拠に基づく手法が必要であり、特に、獣医師による所見は動物虐待の

科学的根拠の裏付けとなる。動物虐待については、国際的に統一された診断基準があるわけで

はないことが、動物虐待の評価を難しくしているが、動物虐待の兆候や動物が適正な状態であ

るかどうかの判断については、獣医学的な技術による検証が可能である。動物虐待に対する獣

医学的評価とは、動物の状態を評価し、動物虐待の兆候を検知することであり、動物虐待であ

ることを法的に判断することではない。動物の状態を評価する手法は、視診や触診等の一般的

な臨床検査を含み、必要に応じて、血液検査、尿検査、糞便検査、各種画像診断（レントゲン

撮影、CT 画像検査、MRI 画像検査）、超音波検査、内視鏡検査等を行う。 

 動物の状態の評価での身体的所見については、カルテ等の記録用紙を用い、行動学的所見は

動画で記録することが望ましい。 

 

 動物虐待の疑いがあるか否かは、動物の呈する所見に「苦痛」を伴っているか、その「苦痛」

の原因に妥当な理由があるかどうかを検討することが重要であるが、獣医師として必要なこと

は、動物の「苦痛」を見逃さないことである。動物の苦痛とは、様々な不快な状態や生活の質

を妨害する不快な精神状態であり、痛み、不安、悩み、傷害、無感情（刺激がない）等を含む。

苦痛の原因としては、水や食事がない、監禁、空間的制限、社会との遮断、刺激がない、傷害、

病気等が挙げられる。痛み、傷害、疾患に伴う苦痛は兆候として明らかな場合も多いが、無刺

激や拘束等動物にとっての多様な苦痛を検知するためには、動物が生きていく上で最低限必要

なニーズや、動物が苦痛なく生きていくのに必要なニーズを理解することも重要である。収容

環境や飼養管理については動物種によって特異的なニーズもある。必要なニーズが提供されて

いなければ、動物には苦痛を伴う状況が発生する。動物に必要なニーズが満たされているか、

あるいは、動物の状態を客観的に評価するためには、次の３つの項目（1.栄養学的所見、2.飼養

環境、3.獣医療の評価）からのアプローチがある。 
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Ⅰ 動物の状態の評価 

１．栄養学的所見（適切な水や食事が提供されているかどうか） 

 

■視診/触診（動物の身体所見を全て観察）で評価する 

〇ボディコンディションスコア（BCS） 

９段階評価によって栄養状態を評価することが望ましい。たとえ BCS が４、５、６と

適正であっても、これだけで動物虐待の疑いは否定できない。ほかの所見とともに総合的

に判断する。また、BCS６以上の肥満は、栄養障害でもあるため、動物が太っている場

合でも動物虐待の可能性は否定できない。BCS３以下は、衰弱の恐れがあるため、速や

かに詳細な検査／治療等を実施することが望ましい。（BCS については、p54 第２章コ

ラム６「ボディコンディションスコア」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

（ケージの外からでも肋骨や腰骨が浮

き出ているのが明瞭であり、BCS は３

程度と判断される）田中亜紀氏撮影 

 

〇全身の被毛の状態 

被毛粗剛、落屑、脂漏、脱毛、変色、排泄物の付着等 

〇脱水の程度 

皮膚の状態、眼球の陥没の程度、肉球の乾燥の程度、結膜や歯肉の湿潤の程度等 

〇可視粘膜の色、状態 

  歯肉や結膜の色で貧血の有無や粘膜の異常所見を確認 

〇肛門周囲の状態 

排泄物の付着、下痢便の付着、炎症、皮膚炎等を確認 

〇行動学的な異常の発現状況 

怯えや不安行動、攻撃性、常同行動（同じ場所を旋回する、同じ行動を繰り返す等）、舐性

行動、振戦、失禁、脱糞、四肢の挙上等、行動異常の発現は、基礎疾患や根本原因が多様

である 

 

➡血液検査、糞便検査、尿検査、画像診断（視診触診で、異常所見や動物虐待の疑いを検知し

た場合は、必要に応じて詳細な検査を実施する） 

 基礎疾患の有無、消化管内容、異物摂取、外傷の有無、骨折の有無等 
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２．飼養環境（動物が置かれている状況の全てを観察） 

●現場検証により、動物の飼養環境を検証（種特異的なニーズが提供されているかを調査する） 

●現場検証ができない場合は、可能な限りの情報を収集 

●動物種の身体的・行動学的ニーズを満たす収容環境であるかを評価する 

 ＊収容環境の広さ、安全性（動物にとって十分な広さで、危険がないか） 

 ＊衛生管理の状況（空気の質も含む） 

 ＊種特異的な行動を示すことが可能か（動物種によって、特異的な行動は違う） 

 

３．獣医療の評価（動物の健全性を保つために必要な獣医療が適宜提供されているか：獣医療

が遅れたことにより、苦痛の程度が強くなる、苦痛が延長する、苦痛が非可逆的になる等） 

個々の疾患及び事例によって、症状や所見は異なるが、視診及び触診において、異常所見を

検知することがまずは重要である。異常所見が認められた場合は、その程度や重篤度を評価し、

動物に対する苦痛を評価する。医療機関以外の現場においても、最低でも、視診触診を行い、

必要に応じて、その後の臨床検査を実施するような措置や対応を講じる。動物の痛みに関する

所見は参考―１を参照。 

 

■視診／触診で評価する 

 ＊全身状態（BCS、脱水、可視粘膜の状態など） 

  BCS は９段階評価が推奨される。栄養状態、脱水、貧血、腹部膨満 

 ＊皮膚/被毛の状態 

汚れの程度、毛玉の程度、被毛粗剛、落屑、脂漏、皮膚炎、脱毛、変色、排泄物の付着等 

 ＊外傷、腫瘤、炎症等の有無、臓器の逸脱（肛門脱、膣脱等） 

  未処置の外傷、未処置の腫瘤等 

 ＊骨格筋系 

  骨折、脱臼など 

 ＊四肢 

  四肢の挙上、跛行、趾間炎、肉球の炎症 

 ＊肛門周囲の状態、下痢等 

  肛門周囲に排泄物の付着、炎症、下痢便の付着や兆候、 

 ＊行動学的な異常の発現状況 

怯えや不安行動、攻撃性、常同行動、舐性行動、振戦、失禁、脱糞、四肢の挙上等 

 

➡必要に応じて、その他の臨床検査を実施する 
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参考―１ 痛みを伴う犬と猫に見られる所見 

 

Ⅱ 動物虐待における獣医師の役割 

令和元年 6 月に動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、獣医師には動物虐待の通報義

務が課されることとなった。よって、動物虐待の１次スクリーニングは、全ての獣医師の責任

であり、動物虐待の「疑い」を察知し、それ以降の検査については、専門機関に問い合わせる。

一般の獣医療においても、１次診療で不明な場合は、２次診療施設への受診が一般的であるの

と同様に、「動物虐待」の診断についても、セカンドオピニオンを求め、専門機関に相談する。

なお、動物の状態の 1 次スクリーニングは下記の項目で実施すること。 

○ 視診 

○ 触診 

○ 飼養環境の評価 

動物の状態を評価し、動物虐待の可能性の 1 次スクリーニングを行う 

↓ 

視診、触診、環境評価で、動物虐待の「疑い」の可能性を検知する  

↓ 

それ以降の詳細な調査/検査は、専門機関へ問い合わせる 

※視診についての評価項目例は、参考―３ ネグレクト／多頭飼育の評価方法（チェックリスト）を参照 
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動物に対する虐待行為の可能性を検知することが、獣医学的評価の重要な役割である。虐待

行為の立証には獣医学的根拠が必須であるが、一方で、明確な診断基準がある訳ではないため、

判断材料が不明瞭な場面も多い。動物虐待の有無を確定することが困難であっても、動物虐待

の疑いを見過ごすことなく察知し、不詳で放置する、あるいは動物虐待の疑いを見過ごすこと

は、被害を受けた動物のみならず、人への被害やさらなる凶悪犯罪への移行を見過ごすことに

もつながる。動物虐待の判断では、専門的な知見を要することもあることから、近年、日本で

も日本法獣医学会（https://www.jvfm.net/）が発足し、各種専門的知見の提供や動物虐待対応

へのコンサルテーションも行っているため、判断に窮した場合は、速やかに法獣医学を専門に

行っている獣医科大学や日本法獣医学会等の専門機関への問い合わせが推奨される。 

 

Ⅲ 動物虐待のスクリーニング評価   

１．生体の場合 

（１）動物が置かれた状況に虐待が疑われる要因が有るか？ 

① 目撃証言/関係者による証言（通報者） 

 家族/パートナー/知り合い➡稟告を十分に検証する 

   通行人➡稟告/通報内容を十分に検証する 

   獣医師（動物病院）➡カルテ/稟告を十分に検証する 

② 現場 

＊屋内 

    個人宅➡状況分析➡凶器➡他の動物/家族の被害者は？ 

    施設➡状況分析➡凶器➡他の動物は？ 

   ＊屋外 

    民家敷地内➡庭➡誰がアクセスできる？人/野生動物？ 

    公園、道路等公共の場所➡交通量は？誰がアクセスできる？ 

③ 環境要因（家庭内の DV、多頭飼育状態、近所の苦情、近隣トラブル等） 

 

（２）動物の呈する症状に虐待による行為が疑われるか？ 

【動物虐待のリスクファクター】 

 動物に排泄の問題（泌尿器疾患等）がある 

 動物に攻撃性がある 

 幼齢の雄犬（甘噛み、やんちゃ、言うことを聞かない、家具等を壊す、トイレの失敗

が多い等） 

 飼い主が多頭飼育をしている 

 飼い主が夜間救急に動物（患者）を連れて来院することが多い 

 飼い主が複数の動物病院に連れて行く 

 予防処置をしていないことによる感染症を呈する動物が多い 

 動物から悪臭がする/動物から香水等の匂いがする 
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【基本のチェックポイント】 

動物の苦痛の兆候を検知するチェックポイントであり、１つでも該当する項目があれば、虐

待の「可能性」を視野に入れる。不詳の場合は、虐待の種類に関わらず、セカンドオピニオ

ンを求め専門機関へ問い合わせる。 

 飼養環境において、ドアを引っ掻く、ドア付近の床を掘る、壁をひっかくなどのその

場から逃げようとする行動、あるいは種特異的なニーズ（家具を壊す等の破壊行動を

含む運動エネルギーを発散するような形跡等）を満たそうとした形跡はあるか 

➡逃げようとしていなかったからといって、虐待が否定できる訳ではない（下記参照）。 

 苦痛を取り除いた後の動物の行動により苦痛の程度を把握（現場から動物を引き出し、

別の適正な飼養環境に移動した際に、動物に行動の変化があったどうか等） 

 衰弱の状態で、横臥し、外部刺激への反応が鈍くなり、逃避/回避行動として状況を変

えようとする行動ができないこともある 

 学習性無力感➡慢性的な虐待➡逃げられるのに逃げようとしなくなる➡逃げようとす

る痕跡がないことは、必ずしも苦痛がない訳ではない 

 

虐待を疑う身体的/行動学的な所見 

 説明のつかない外傷 

 稟告と外傷が不一致（病歴と外傷が合わない。外傷の程度は通常稟告により考えられ

るよりも重篤） 

 稟告が矛盾する（言うことが変わってくる、人によって言うことが違うなど） 

 同じ家庭（飼い主）で似たような外傷（死亡例）を違う動物でも見たことがある 

 外傷についての説明がない（説明できない） 

 交通事故やその他の事故の可能性がない 

 人に対する家庭内暴力が疑われる、あるいは実際にある 

➡非偶発的外傷 

 

 動物や子供を使った性的な満足 

 獣姦、動物性愛（動物に対する性的愛好） 

 動物の生殖器系に対する身体的な危害 

➡性虐待 
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 食事、水、休息場所が十分ではない 

 不適切な拘束（長期に渡る）/つなぎっぱなし（短すぎる、重い鎖、首輪の埋没） 

 不衛生、安全が確保されていない、不健康な生活環境（日光が完全に遮断されている

など） 

 動物の被毛や爪の管理が出来ていない 

 健康問題に対する医療がタイムリーに提供されていない 

 必要な予防処置をしない/最低限必要なケアをしないために健康被害が生じている 

➡ネグレクト 

 

 神経症状 

 消化器症状 

 その他非特異的な異常所見（下痢、嘔吐、食欲減退、不活発、貧血、沈うつ、発熱、

虚弱、四肢麻痺、痙攣発作等は中毒所見でも認められるが、非特異的であるため、鑑

別診断が必要である） 

➡中毒 

 

 恐怖、不安行動、怯え 

 特定の物や人に対する攻撃性 

 異常排泄行動 

 転位行動（状況にふさわしい正常な行動が阻害され、葛藤・欲求不満状態のときに示

すことが多く、かく、舐める、身震いなどの身繕い行動や、あくび、摂食、睡眠等）、

常同行動（同じ場所をぐるぐる回る、歩く等同じ行動を衝動的に繰り返す、同じ場所

を繰り返し舐める等） 

➡ネグレクト、非偶発的外傷、精神的虐待 

 

（３）虐待が疑われる動物の所見及び検査 

虐待が疑われる動物に対する検査については、通常の視診および触診を含む身体検査、画

像診断、尿検査、血液検査、行動学的検査が有用である。自然発生による疾患が診断されて

も、動物虐待は否定できず、また、栄養状態が尋常であっても、ネグレクトは否定できない。 

 中毒が疑われる場合は、通常の検査に加えて、吐瀉物等の毒性検査も有用だが、毒性検査

で毒物が検出されなくても、中毒を否定することはできない。 

 動物虐待の所見及び検査は非特異的な場合（所見や検査結果を見ても特定して鑑別できな

いこと）が多く、総合的な判断が必要である。判断が困難な場合は、専門機関への問い合わ

せが推奨される。 

 一般的な検査における具体的な症状と虐待を疑う際の視点については、参考―２ 虐待が

疑われる動物の所見および検査を参照すること。 
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参考―２ 虐待が疑われる動物の所見および検査 

 

（４）環境評価（チェックリスト） 

 気候における安全性の尺度、環境状態の尺度等を用いて評価するには、Tufts Animal Care 

and Condition (TACC) が有用である。（TACC については、p93「犬―タフツ・アニマルケ

ア＆コンディション尺度（TACC）」参照） 

 

（５）ネグレクト／多頭飼育の評価方法 

 参考―３ ネグレクト／多頭飼育の評価方法（チェックリスト）を参照し、飼養環境の評

価と動物の視診／触診により総合評価を行う。 

また、多頭飼育現場等の立入検査時に、かなり多くの動物の対応をしなければならない。こ

のような場合、状態が悪い動物を重点的に評価していくことでも対応可能である。現場で可

能な限り動画や写真等の証拠を収集し、現場で判断できない場合は、写真等の証拠を専門機
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関に送り、飼養環境と動物の所見とともにセカンドオピニオンを得ることも可能である。 

人に馴れていない犬や猫は隠れたり、隅に居たり等評価することが難しいことはあるが、

捕まえられなくても外観を確認し、状態が悪い個体の頭数を記録することができる。全体数

を正確に把握できなくても重症・衰弱している個体が何頭存在するかを把握することが重要

であり、この頭数から現場がどれだけ劣悪であったのか、さらなる調査が必要か、警察に相

談する必要性等の判断を行う。１回の立入検査で詳細な検査をする必要はない。虐待の可能

性があるのか、最も状態の悪い個体はどれか、死体はあるか等を確認することが重要である。

ただし、１頭ずつ全て評価する場合、専門機関の協力を要請することで対応することも可能

である。また、全収容頭数につき、ランダムに評価する動物を抽出し全体の評価が可能であ

る。例えば、3 頭毎に１頭評価する等、全体の頭数当たりの最低評価頭数の参考頭数につい

ては、参考-４に掲載する。 

飼養環境については、臭気（アンモニア等）を計測することは有用だが、計測器がなくて

も、視察に行った者が「粘膜を刺すような強い臭気を感じた」、等の記録でも十分に臭気の強

さを表現することが可能である。一方、アンモニアは犬の排泄物にはあまり含まれていない

ため、アンモニア濃度が低いからと言って、劣悪な環境や臭気、排泄物の堆積を否定するも

のではない。 
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参考―３ ネグレクト／多頭飼育の評価方法（チェックリスト） 
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参考－４ 最低評価頭数の参考頭数 

全収容頭数 評価頭数 

59頭まで 20-30 

60-89 30-40 

90-139 40-50 

140以上 50-60 

（出所 SHELTER QUALITY. Welfare Assessment Protocol for Shelter Dogs S. Barnard, C. 

Pedernera, A. Velarde, P. Dalla Villa © Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, 2014 ISBN 9788890869167） 

 

（６）動物虐待が疑われる動物を収容した場合の管理 

①収容時点からの記録が証拠になる（収容時の写真、動画、カルテ等）。 

  収容時の動物の所見は全て記録し、時系列で治療過程や、改善経過を詳細に記録する。治

療や改善に要した期間により、苦痛の重篤度を評価することが可能である。 

  （例）飢餓動物であれば、給餌給水時の様子を記録（写真、動画）する。 

 ②収容中の経過が証拠になる（治癒過程、症状の経過等）ため、必要に応じて定期的に検査

等を実施し、動物の状態や治癒過程、行動変化等を記録する。 

   （例）飢餓動物であれば、体重の増加を記録（写真を含む） 

   （例）外傷を伴う動物であれば、治癒過程を記録（写真を含む） 

 ＊飼い主／所有者から引き離した時の動物の行動（飼い主から離れて安心した様子、嬉しそ

うな様子等）を記録（動画等） 

 

（７）動物虐待の獣医学的評価のまとめ 

 動物虐待が疑われた場合、明らかに「虐待」と「不適切飼養」の判断が困難な状況もある。

その場合には、まず、動物の状態を観察した際に、「痛み／苦痛」があるかどうかを判断する。 

 

動物に「痛み/苦痛」が認められた場合、 

① その痛み/苦痛は不必要 

② 痛みや苦痛の兆候が明らか 

（瀕死、重症、凶器が側にある、排泄物の堆積等） 

③ 長期/反復性/単発 

④ 改善の余地なし 

⑤ 1次スクリーニング➡専門機関 

 

 

 

 

虐待の疑いあり 
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動物に「痛み/苦痛」が認められた場合、 

① 不必要/軽症 

② 痛みや苦痛は明らか/軽症 

③ 長期/反復性/単発 

④ 改善の余地あり 

➡改善の余地ありでも、重症度で判断 

⑤ 1次スクリーニング➡専門機関 

 

 

 

（８）動物虐待等事案１次スクリーニング対応のポイント（動画教材） 

 動物が虐待を受けるおそれがある事態や動物虐待に関する動画教材を作成した。 

動画教材のテーマは①「動物の状態確認に関する動画」、②「飼養状況の確認に関する動

画」の 2種類とし、それぞれについて「犬編」と「猫編」の計 4 本の動画構成とした。 

動物虐待等事案における現場での対応の参考とされたい。 

 

01_動物の状態の評価_犬編 

https://youtu.be/cbIxrClqTxk 

02_動物の状態の評価_猫編 

https://youtu.be/tA3E4GIZSqM 

03_飼養環境の評価_犬編 

https://youtu.be/_uQKzEJKWnc 

04_飼養環境の評価_猫編 

https://youtu.be/cxr5FtXlflc  

  

不適正飼養の可能性あり 
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２．不審死体の場合 

（１）動物虐待を疑う兆候 

死体の外表検査及び触診により、骨折、外傷、打撲、出血、嘔吐、下痢等の異常所見を検証

する。動物が死んだ状態で発見されることは、現場において妥当な理由が明確でない限り、動

物虐待の可能性はいかなる場合でも否定できない。よって、些細な「疑い」であっても、解剖

検査等のさらなる調査を実施/依頼することが推奨される。触診、視診、死体発見現場の状況

の情報収集を一次スクリーニングとして実施し、動物虐待を検知することが重要である。 

［不審死体の確認に当たっての留意事項］ 

●粗雑な検査では不十分である。 

●外表検査は、慎重に実施し、どのような所見も記録する（切開創や切断面など創傷などの外

傷、打撲、骨折や脱臼、出血痕、体表に付着する異物、異臭など）。 

＊蛆や甲虫は、死後推定時間に重要な証拠となることもあるため、採取あるいは記録する。 

＊腐敗等の死体の状態、埋葬や浸漬の痕跡等を記録する（死体の発見時の状態を詳細に記録

する）。 

＊外表検査で得られた特徴的な色、痕、大きさ、形状、損傷部位を記録する（切開創、切断

面などは特に詳細に記録する）。 

＊所有者不明の猫の場合、サクラ耳（避妊・去勢処置済）か否かを確認する。 

＊皮膚疾患や被毛の状態を記録する。 

＊動物の場合は外表から損傷が確認できないことが多いため、外表所見に異常が確認できな

い場合でも、虐待は否定できない（専門機関において、解剖検査を実施する）。 

＊骨折、脱臼、表皮剥脱、異常可動性を触診により確認する 

＊開口部からの出血を確認する 

＊水中で発見された死体の場合は、現場水も死体と共に専門機関に送ることが望ましい 

 

（２）不審死体に虐待が疑われた場合の検査 

不審死体の解剖検査やその他の検査については、専門性が要求されるため、専門機関への

問い合わせを推奨する。死後検査により、事故死、非偶発的外傷、中毒、内因死を検証する。

毒性検査において、毒物が検出されなくても、中毒は否定できない。解剖検査結果等からの

総合的な判断が必要である。不審死体の検査には以下が含まれる。 

 

① 解剖検査 

② 画像検査（X 線、CT、MRI 等） 

③ 毒性検査（胃内容物、血液、尿、便等） 

④ DNA 検査（野生動物の食害等の判定、個体識別、種同定等） 

⑤ 溺死の場合は藻類検査（溺死あるいは窒息死等） 
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（３）死体の保管及び輸送 

  死体の保管及び輸送に当たっては、下記の項目について記録、保存すること。 

 

① 死後硬直を記録 

  ② 直腸温を記録 

  ③ 中毒が疑われる場合は、怪しいフード等 

  ④ 証拠を記録後に輸送まで冷蔵/冷凍保存 

  ⑤ １週間以内に輸送する場合は、冷蔵保存、輸送が１週間以上経過する場合は、冷凍保

存する。輸送する際は、白い布等にくるみ（可能ならば）、ビニール袋を最低でも３重

に包み、段ボールや発泡スチロールの箱等に梱包する。血液や体液が漏れ出ないよう

に注意する。輸送/保管方法の詳細については、専門機関に問い合わせをすることが望

ましい。 
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